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大
規
模
な
災
害
な
ど
か
ら
、
町

民
の
安
全
・
安
心
を
守
っ
て
い
く

た
め
に
は
、
地
域
に
密
着
し
た
消

防
団
の
活
躍
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
町
の
消
防
団
は
、
全
部
で
11
の

分
団
に
分
け
ら
れ
、
佐
須
消
防
団

長
以
下
３
２
７
人
の
団
員
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
各
地
域
の
団
員

消
防
団
紹
介

地
域
の
防
災
リ
ー
ダ
ー

は
、
火
災
や
自
然
災
害
な
ど
を
想

定
し
て
定
期
的
に
訓
練
を
行
い
、

日
夜
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
生
命
、

身
体
、
財
産
な
ど
を
守
る
た
め
に

努
力
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
い
ざ
災
害
が
発
生
し

た
と
き
に
は
、
最
前
線
で
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
４
月
か
ら
役
員
の
一
部
が
変
わ

り
ま
し
た
の
で
、
団
長
、
副
団
長
、

団
本
部
員
、
分
団
長
を
紹
介
し
ま

す
。

（
敬
称
略
）

※
（　
）
は
受
け
持
ち
地
域

照
会
先　
消
防
本
部
消
防
総
務
課
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小
規
模
な
飲
食
店
等
に
も

消
火
器
の
設
置
が
必
要
と

な
り
ま
し
た

　
今
ま
で
は
延
べ
面
積
１
５
０
㎡

以
上
の
飲
食
店
等
に
消
火
器
の
設

置
が
消
防
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
28
年
12
月
22

日
に
新
潟
県
糸
魚
川
市
の
飲
食
店

に
お
い
て
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
の
消
し

忘
れ
に
よ
り
発
生
し
た
大
規
模
火

災
を
契
機
に
、
初
期
消
火
の
重
要

性
が
見
直
さ
れ
、
消
防
法
令
の
改

正
に
よ
り
、
店
舗
面
積
に
か
か
わ

ら
ず
、
火※
１
気
使
用
設
備
を
設
置
し

て
い
る
小
規
模
な
飲
食
店
等
（
防※
２

火
上
有
効
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
店
舗
等
を
除
く
）
に
つ
い
て

も
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
の
改
正
は
10
月
1
日

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
該
当

す
る
飲
食
店
等
は
期
日
ま
で
に
消

火
器
を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

　
法
令
改
正
に
伴
い
消
火
器
の
設

置
が
必
要
に
な
る
場
合
は
、
設
置

場
所
等
が
定
め
ら
れ
て
お
り
届
出

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

設
置
対
象
施
設
の
確
認
や
使
用
す

る
器
具
に
つ
い
て
な
ど
、
不
明
な

点
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
１　
火
気
使
用
設
備
に
つ
い
て

ガ
ス
コ
ン
ロ
（
カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ

を
含
む
）、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
、
グ
リ

ル
等
。
た
だ
し
、
Ｉ
Ｈ
器
具
は
除

く
。

※
２　
防
火
上
有
効
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

①
調
理
油
加
熱
防
止
装
置
の
設
置

　
ガ
ス
コ
ン
ロ
本
体
に
温
度
の
上

昇
を
感
知
し
て
ガ
ス
の
供
給
を
停

止
し
て
火
を
消
す
装
置
が
備
わ
っ

た
器
具
（
立
ち
消
え
安
全
装
置
の

み
で
は
「
防
火
上
有
効
な
措
置
」

に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
取
扱
説

明
書
等
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

②
自
動
消
火
装
置
の
設
置

　
コ
ン
ロ
上
部
の
フ
ー
ド
内
に
、

自
動
的
に
火
災
を
感
知
し
て
消
火

剤
を
放
出
す
る
装
置
が
備
わ
っ
た

器
具

③
そ
の
他

　
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
を
使
用
し
た

コ
ン
ロ
本
体
に
、
ボ
ン
ベ
が
過
熱

等
に
よ
り
圧
力
異
常
が
起
き
た
際

に
ガ
ス
の
供
給
を
停
止
す
る
装
置

が
備
わ
っ
て
い
る
器
具

照
会
先　
消
防
本
部
消
防
総
務
課
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人
権
問
題
の
相
談
は

�

人
権
擁
護
委
員
へ

特
設
人
権
相
談
所
開
設

　
町
に
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

を
受
け
た
５
人
の
人
権
擁
護
委
員

が
お
り
、
人
権
問
題
に
関
す
る
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
侵
害
、

家
庭
内
の
問
題
、
隣
近
所
の
も
め

ご
と
な
ど
、
人
権
問
題
に
つ
い
て

の
相
談
に
応
じ
、
相
談
者
の
問
題

解
決
に
向
け
て
の
援
助
を
行
い
ま

す
。

　
次
の
日
程
で
、
人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

日　
時　
6
月
6
日
㈭
13
時
～
16

時場　
所　
役
場
分
庁
舎
４
階
第
５

会
議
室

※
相
談
の
あ
る
方
は
事
前
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
福
祉
課
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危険なブロック塀等の撤去・改修費を補助します
　地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による人身への被害の防止および避難経路を確保するため、危険なブ
ロック塀等の撤去や改修する費用の一部を補助します。
　ブロック塀等のような私的財産は、所有者による適切な維持管理が必要です。大規模災害に備えてブロック塀
等の安全性を点検し、危険性が確認された場合は、通行者への注意喚起や撤去・改修をご検討ください。
補助対象工事
　道路等に面した高さが １メートル以上かつ長さが １メートル以上のブロック塀等の撤去、又はブロック塀等の
撤去とともに安全な工作物等（軽量フェンス、生け垣、四ツ目垣）を設置する工事とします。
補 助 額

区　分 補助金の額 上　限

撤
　
去

ブロック塀等
（通学路沿い）

撤去に要する費用（消費税および地方消費税を除く。）と撤去するブロッ
ク塀等の延長に １メートル当たり１0,000円を乗じて得た額を比較して、
いずれか少ない額の１0分の9に相当する額

20万円

ブロック塀等
（通学路沿いを除く）

撤去に要する費用（消費税および地方消費税を除く。）と撤去するブロッ
ク塀等の延長に １メートル当たり１0,000円を乗じて得た額を比較して、
いずれか少ない額の2分の１に相当する額

１0万円

改
　
修

安全な工作物等
（通学路沿い）

改修に要する費用（消費税および地方消費税を除く。）と設置する安全
な工作物等の延長に １メートル当たり20,000円を乗じて得た額を比較し
て、いずれか少ない額の１0分の9に相当する額

40万円

安全な工作物等
（通学路沿いを除く）

改修に要する費用（消費税および地方消費税を除く。）と設置する安全
な工作物等の延長に １メートル当たり20,000円を乗じて得た額を比較し
て、いずれか少ない額の2分の１に相当する額

20万円

その他、補助に際して要件がありますので、詳細は、問い合わせください。� 照会先　都市整備課☎8５－9５６６

　このたび、町消防団の消防団
長として 2期目を迎えることと
なりました。これからも箱根町
の安全・安心を守るため、日々
訓練を重ね、火災、地震、風水
害などの災害に備え、日々努力
していきたいと思います。

消防団長　佐須　英行

第 9 分団長
大場　基喜

（仙石原高原・
温泉荘・湖尻）

第11分団長
大川　明
（箱根）

第 8 分団長
神山　久
（仙石原）

第10分団長
髙梨　五十六

（元箱根・芦之湯）

第 7 分団長
樋口　吉一

（強羅・二ノ平）

第 6 分団長
勝俣　浩一

（宮城野・木賀の
一部）

第 3 分団長
加藤　幸弘

（須雲川・畑宿）

第 5 分団長
渡邉　貞明

（宮ノ下・底倉・
小涌谷・木賀）

第 2 分団長
真壁　一男

（湯本・湯本茶屋）

第 4 分団長
加藤　芳明
（大平台）

第 1 分団長
田中　貞充

（湯本・塔之澤）

団本部員
簑輪　照彦

（箱根地域担当）

副団長
三浦　実

（第 4・５・６・７ 分団
担当）

団本部員
鈴木　昭生

（湯本地域担当）

団本部員
小林　穂積

（宮城野地域担当）

副団長
野沢　龍

（第 １・2・3 分団
担当）

副団長
志村　裕之

（第１0・１１分団
担当）

団本部員
細川　信博

（温泉地域担当）

副団長
勝俣　俊弘

（第 8・9 分団
担当）


